




 

 

○ 介護福祉士国家試験の受験手数料については、法令において下記のとおり規定されている。 

 

＜社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）＞ 

（受験手数料）           

第九条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料

を国に納付しなければならない。 

2  前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、

返還しない。 

※ 上記の規定は、同法第 40 条第 3 項で介護福祉士試験について準用することとされている。 

 

○  厚生労働省が採った受験制限（受験手数料返還特例） 

介護福祉士の国家試験は、現に介護施設で介護を行っている職員や、介護施設を実習先と

している学生等が受験する国家試験であることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染及

びその拡大のリスクを可能な限り低減するための対策を講じて試験を実施する必要があるとして、

令和 3 年度（第 34 回。令和 4 年 1 月）試験の実施に当たっては、感染拡大防止の観点から、

「受験できない方」として、下表①～④の 4 つの類型に該当する者を示し、これに該当し試験を

受けることができなかった者で、所定の申請をした者については、特例として、受験手数料を返

還する取扱いとした。 

 

表 受験手数料の返還の対象者等（令和 3 年度（第 34 回）試験） 

〔受験できない方〕 

① 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方 

② 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、健康観察や外出自粛等の解除が認められて

いない方 

③ 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていな

い方 

④ 試験当日、発熱（37.5 度以上）や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の

疑いがある方 

（注） 公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ掲載資料から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞制度概要 


